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一
　
は
し
が
き

　
徳
川
幕
府
の
瓦
壊
す
る
や
、
弱
体
な
が
ら
も
明
治
新
政
府
の
樹
立
・
発
足
を
み
る
に
い
た
っ
た
が
、
幕
藩
体
制
に
と
っ
て
か
わ
る
新
た

な
国
内
政
治
体
制
の
整
序
は
、
新
政
権
の
た
だ
ち
に
直
面
し
た
焦
眉
の
緊
急
課
題
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
、
「
一
口
で
言
え
ば
、
封
建
的
諸
制
度
の
近
代
化
で
あ
る
が
、
二
百
余
年
の
鎖
国
の
夢
か
ら
醒
め
て
、
開
国
し
て
み
れ
ば
、
周
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二

囲
に
は
欧
米
の
列
強
が
帝
国
主
義
的
志
向
を
も
っ
て
進
出
し
て
来
て
い
る
。
こ
の
状
勢
の
な
か
で
国
の
独
立
を
維
持
し
、
欧
米
列
強
と
互

格
の
地
位
を
保
つ
に
は
、
早
急
に
こ
れ
ら
の
勢
力
と
対
抗
し
得
る
体
制
の
確
立
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
諸
制
度
の
急
速
な
ヨ
オ
ロ

ッ
パ
化
－
当
時
に
お
け
る
欧
米
の
最
も
先
進
的
な
国
国
（
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
等
）
を
模
範
と
す
る
こ
と
ー
を
意
味

し
た
。
と
く
に
、
開
国
に
あ
た
り
、
幕
府
が
列
強
と
締
結
し
た
条
約
は
、
幕
府
当
路
者
の
国
際
法
的
知
識
の
欠
如
の
故
に
、
結
果
的
に
は

そ
の
内
容
が
極
め
て
日
本
に
と
っ
て
不
利
で
あ
り
、
屈
辱
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
が
改
正
は
明
治
政
府
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
緊
要
の
こ

と
が
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
改
正
の
前
提
と
し
て
列
強
は
、
日
本
の
法
制
度
の
近
代
化
（
ヨ
オ
・
ッ
パ
化
）
を
要
求
し
て
い
た
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

法
制
度
を
出
来
る
だ
け
短
期
間
内
に
ヨ
オ
・
ッ
パ
先
進
国
の
そ
れ
に
近
づ
け
る
こ
と
が
新
政
府
に
と
っ
て
の
至
上
命
令
と
な
っ
た
」
。

　
た
し
か
に
、
明
治
期
を
大
き
く
特
徴
づ
け
る
も
の
の
一
つ
は
、
き
わ
め
て
旺
盛
な
立
法
活
動
で
あ
っ
て
、
明
治
三
〇
年
代
ー
そ
れ
は

日
本
資
本
主
義
の
産
業
資
本
確
立
期
で
も
あ
る
が
ー
ま
で
に
、
近
代
的
な
諸
法
典
が
出
揃
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
驚
嘆
に
値
す
る
出

来
事
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
諸
法
典
の
編
纂
事
業
の
足
跡
を
克
明
に
辿
り
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
国
際
的
・
国
内
的
諸
条
件
を
分
析
・
吟

味
す
る
こ
と
は
、
諸
法
典
編
成
の
意
義
を
閲
明
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
わ
が
国
の
近
代
化
の
特
質
の
解
明
に
と
っ
て
も
ま
た
す
こ
ぶ
る
重

　
　
（
2
）

要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
法
典
は
そ
れ
ぞ
れ
程
度
の
差
は
あ
る
に
も
せ
よ
、
明
治
初
年
以
降
の
法
的
発
展
の
段
階
を
如
実
に
投
影
す
る

も
の
で
あ
り
、
法
典
の
内
容
・
実
効
性
お
よ
び
限
界
は
、
日
本
近
代
化
の
一
つ
の
指
標
と
な
り
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
、
「
こ
の
法
典
化
事
業
こ
そ
、
そ
の
後
今
日
に
ま
で
至
る
日
本
近
代
法
お
よ
び
法
学
の
性
格
を
根
本
的
に
規
定
し
た
も
の
」
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
さ
さ
や
か
な
小
稿
は
、
維
新
草
創
期
1
ま
さ
に
シ
ュ
ト
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
ク
の
時
代
ー
に
、
司
法
省
明
法
寮
に
お
い
て
鋭



意
プ
p
モ
ー
ト
さ
れ
た
民
法
典
の
編
纂
を
採
り
あ
げ
、
乏
し
い
資
料
を
模
索
・
拾
綴
し
つ
つ
、
未
熟
か
つ
大
胆
な
一

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

・
二
の
仮
説
を
提
唱

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

　
野
田
良
之
「
日
本
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
と
現
状
O
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
八
九
巻
一
〇
号
一
七
－
一
八
頁
。

　
民
法
典
編
纂
の
前
提
条
件
に
つ
き
、
向
井
健
「
民
法
典
の
編
纂
」
『
日
本
近
代
法
体
制
の
形
成
q
ゆ
』
（
近
刊
予
定
）
参
照
。

　
福
島
正
夫
「
明
治
初
年
に
お
け
る
西
欧
法
の
継
受
と
日
本
の
法
お
よ
び
法
学
」
『
仁
井
田
陞
博
士
追
悼
論
文
集
㊧
』
一
七
一
頁
。

　
条
約
改
正
問
題
を
軸
心
に
法
典
編
纂
事
業
を
考
究
し
た
近
年
の
労
作
と
し
て
、
利
谷
信
義
「
近
代
法
体
系
の
成
立
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
・

近
代
㊧
』
九
五
頁
以
下
が
あ
る
。

　
従
前
、
明
法
寮
に
つ
い
て
も
っ
と
も
精
細
な
タ
ッ
チ
で
考
察
し
た
の
は
、
沼
正
也
博
士
で
あ
ろ
う
。
沼
正
也
「
司
法
省
指
令
の
形
成
を
め
ぐ
る

明
法
寮
の
役
割
」
『
民
事
法
学
の
諸
間
題
O
』
二
六
一
頁
以
下
、
同
「
明
法
寮
に
つ
い
て
の
再
論
」
『
日
本
法
学
』
二
五
巻
六
号
一
頁
以
下
の
両
編

は
、
そ
の
後
、
同
『
財
産
法
の
原
理
と
家
族
法
の
原
理
』
六
六
二
頁
以
下
、
六
九
七
頁
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
再
録
さ
れ
た
。

二
　
明
法
寮
の
設
立

　
明
治
四
年
九
月
二
七
日
、
太
政
官
達
を
も
っ
て
司
法
省
の
外
局
と
し
て
明
法
寮
の
創
置
を
み
る
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
司
法
省
へ
達

　
其
省
中
明
法
寮
被
置
候
事
　
　
但
一
等
寮
之
事

が
そ
れ
で
あ
る
。

　
同
寮
設
立
の
趣
旨
は
、
司
法
省
か
ら
太
政
官
へ
提
出
さ
れ
た
左
の
伺
に
詳
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
明
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寮
民
法
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案
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過
程
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考
察
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向
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四
四

　
　
司
法
省
伺
　
四
年
八
月
二
七
目

法
律
ハ
西
洋
各
国
ニ
テ
モ
学
科
中
専
門
之
一
大
業
ニ
シ
テ
頴
敏
ノ
才
ト
錐
モ
詞
訟
ノ
方
法
刑
名
ノ
権
衡
ヲ
明
ニ
セ
サ
レ
ハ
司
法
ノ
任
二

当
ル
能
ハ
ス
今
般
御
政
体
御
変
革
相
成
候
上
ハ
司
法
ノ
官
モ
諸
方
二
分
置
セ
ラ
ル
ヘ
ク
法
律
ノ
人
才
許
多
無
之
テ
ハ
御
用
忽
チ
差
シ
支

工
候
間
本
省
二
於
テ
ハ
法
律
育
方
ノ
道
即
今
至
急
ノ
件
二
候
依
之
明
法
寮
ヲ
建
サ
セ
ラ
レ
法
律
有
志
ノ
生
徒
ヲ
集
メ
其
成
業
ヲ
責
メ
追

々
選
挙
ヲ
以
テ
諸
方
二
分
遣
ス
ル
ノ
基
本
ト
致
度
候
不
然
ハ
本
省
ノ
事
務
到
底
振
作
ノ
目
的
相
立
チ
不
申
候
間
此
段
御
評
決
奉
伺
候
也

　
す
な
わ
ち
、
明
法
寮
発
足
当
初
の
目
的
は
、
法
律
家
を
養
成
し
て
司
法
省
の
需
要
に
こ
た
え
よ
う
と
意
図
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
そ
も
そ
も
司
法
省
は
、
同
年
七
月
九
日
、
刑
部
省
の
後
身
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
右
に
掲
出
し
た
司
法
省
伺
と
ま
さ
に
同
時
期
に
当
る

同
年
八
月
上
梓
の
『
官
員
録
』
を
ひ
も
と
け
ば
、
当
時
の
同
省
は
卿
を
欠
き
、
司
法
大
輔
・
佐
々
木
高
行
、
少
輔
・
宍
戸
磯
、
大
判
事
は

欠
員
、
中
判
事
が
伊
丹
重
賢
・
松
本
暢
・
青
木
信
寅
・
楠
田
英
世
・
樺
山
資
綱
・
玉
乃
世
履
の
六
名
、
少
判
事
と
し
て
岡
内
重
俊
・
中
野

健
明
・
渡
辺
駿
・
鶴
田
皓
・
平
賀
義
質
・
大
草
孝
暢
の
六
名
が
在
籍
し
て
い
る
。
い
わ
ば
彼
ら
が
同
省
の
幹
部
ス
タ
ッ
フ
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
と
こ
ろ
で
、
明
法
寮
設
立
の
熱
心
な
主
唱
者
で
そ
の
く
生
み
の
親
V
は
実
は
楠
田
英
世
で
あ
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
楠
田
自
身
の
懐
旧
談
を
聞
こ
う
。

明
治
四
年
に
は
廃
藩
置
県
と
な
っ
た
。
此
の
時
分
、
乃
公
は
司
法
の
改
正
が
必
要
だ
と
申
し
て
、
頻
り
に
主
張
を
し
た
。
江
藤
新
平
も



い
っ
た
。
後
藤
象
二
郎
も
い
っ
た
。
而
し
て
後
藤
は
、
乃
公
に
司
法
省
に
至
る
べ
し
と
勧
め
た
。
時
に
江
藤
新
平
は
中
弁
で
あ
っ
て
、

乃
公
は
大
丞
で
あ
っ
た
が
共
に
司
法
に
来
た
。
一
人
の
人
調
べ
を
す
る
の
で
も
な
い
が
、
中
判
事
と
い
ふ
役
で
あ
っ
た
。
刑
部
省
と
い

ふ
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
新
律
綱
領
ば
か
り
で
や
る
の
だ
。
此
の
長
官
が
宍
戸
磯
で
、
次
官
が
土
州
の
佐
々
木
高
行
サ
、
そ
れ
で
乃

公
は
、
後
藤
と
相
談
を
し
て
、
刑
部
省
を
廃
止
し
て
司
法
省
と
し
た
。
又
た
乃
公
は
、
明
法
寮
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
唱

へ
た
。
中
弁
の
江
藤
新
平
や
山
内
容
堂
公
や
後
藤
象
二
郎
な
ど
、
皆
乃
公
の
い
ふ
こ
と
を
尤
も
な
事
と
思
っ
た
と
見
え
て
、
賛
成
唱
道

し
た
か
ら
、
四
年
頃
か
ら
と
い
ふ
も
の
は
、
大
層
流
行
し
て
来
た
。
乃
公
は
此
の
勢
を
見
て
、
占
め
た
と
思
っ
て
、
是
れ
か
ら
は
内
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

相
応
じ
て
明
法
寮
の
設
立
を
唱
へ
た
も
ん
だ
か
ら
、
遂
々
出
来
た
。
出
来
て
見
れ
ば
乃
公
は
そ
の
長
官
サ
。

　
い
ま
、
こ
の
楠
田
回
顧
談
を
素
直
に
う
け
い
れ
る
か
ぎ
り
、
明
法
寮
創
設
こ
そ
は
彼
の
発
案
に
か
か
り
、
そ
の
後
の
裏
面
的
運
動
の
甲

斐
も
あ
っ
て
見
事
に
結
実
し
た
成
果
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
だ
け
に
、
彼
自
身
も
大
き
な
抱
負
を
い
だ
い
て
同
寮
に
乗
り
込
ん
だ
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
彼
が
明
法
権
頭
の
ポ
ス
ト
に
就
任
し
た
の
は
、
同
四
年
二
月
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
さ
て
、
同
五
年
四
月
二
五
日
に
江
藤
新
平
が
左
院
副
議
長
よ
り
転
じ
て
司
法
卿
の
要
職
に
就
任
す
る
や
、
同
年
八
月
三
日
に
い
た
っ
て

明
法
寮
の
機
構
は
大
幅
に
拡
大
・
強
化
さ
れ
、
「
博
ク
古
今
及
各
国
ノ
法
ヲ
講
究
シ
長
官
ノ
採
択
二
備
へ
及
ヒ
新
法
ヲ
議
シ
条
例
ヲ
編
修
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
、
さ
ら
に
加
え
て
「
生
徒
ヲ
教
授
」
す
る
、
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
寮
に
お
い
て
立
法
事
業
が
強
力
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

推
進
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
ん
ら
怪
し
む
に
足
り
な
い
。

　
「
明
法
寮
ハ
主
ト
シ
テ
立
法
事
業
二
従
事
ス
ル
ノ
労
ラ
司
法
省
所
属
ノ
法
律
問
題
二
関
シ
テ
指
令
ヲ
草
ス
ル
コ
ト
ヲ
掌
リ
、
学
校
ハ
法

　
　
　
明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
の
一
考
察
（
向
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四
五
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（
7
）
（
8
）

律
運
用
ノ
職
工
ヲ
養
成
ス
ル
ヲ
目
的
ト
セ
リ
」
と
は
、
そ
の
意
味
で
的
確
な
評
言
と
い
え
よ
う
。

　
　
（
9
）

御
座
候
」
と
巷
間
で
噂
さ
れ
た
当
時
の
司
法
省
の
、
い
わ
ば
中
枢
機
関
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
六

い
ま
や
同
寮
は
、
「
旭
の
昇
る
勢
ヒ
ニ

（
1
）

（（32））

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

　
楠
田
英
世
に
関
し
て
は
、
荒
木
桜
洲
「
法
制
官
と
し
て
の
楠
田
英
世
」
『
法
律
新
聞
』
一
八
四
四
号
、
望
月
茂
『
小
林
芳
郎
翁
伝
』
三
一
頁
以

下
お
よ
び
二
七
八
頁
以
下
、
大
隈
重
信
『
早
稲
田
清
話
』
一
二
五
頁
以
下
参
照
。

　
『
明
治
大
正
半
百
年
記
念
号
』
（
『
日
本
及
日
本
人
』
臨
時
増
刊
）
四
一
頁
。

　
『
元
老
院
勅
奏
判
任
官
履
歴
書
』
楠
田
英
世
の
項
に
拠
る
。
な
お
、
当
時
、
明
法
頭
は
欠
員
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
質
上
は
明
法
寮
の
長
官
で
あ

る
。　

つ
と
に
司
法
制
度
に
関
し
て
卓
抜
な
識
見
を
も
ち
、
法
治
国
の
理
想
を
胸
中
に
有
し
て
い
た
江
藤
が
、
念
願
の
司
法
卿
の
ポ
ス
ト
を
占
め
た
の

は
、
「
彼
の
為
に
最
も
其
所
を
得
た
る
と
同
時
に
、
卿
と
し
て
彼
を
迎
へ
た
る
司
法
省
は
絶
好
の
首
脳
を
得
た
り
」
（
的
野
半
介
『
江
藤
南
白
㈹
』

六
四
五
頁
）
と
い
え
よ
う
。

　
同
五
年
七
月
四
日
に
、
司
法
省
は
太
政
官
に
対
し
て
、
「
未
定
法
律
ノ
草
案
ヲ
議
ス
ル
等
ノ
事
ヲ
掌
ル
」
大
法
官
・
権
大
法
官
．
中
法
官
．
権

中
法
官
・
少
法
官
・
権
少
法
官
の
六
官
を
明
法
寮
中
に
設
置
し
た
い
旨
の
伺
を
提
出
し
、
こ
れ
が
承
認
を
う
け
た
の
が
、
同
年
八
月
三
日
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
職
掌
な
ど
に
つ
い
て
は
、
同
日
、
「
但
仮
定
ノ
心
得
ヲ
以
テ
施
行
可
致
事
」
と
し
て
太
政
官
よ
り
司
法
省
へ
達
せ
ら
れ
た
「
司
法

職
務
定
制
」
中
に
み
え
る
第
一
九
章
・
明
法
寮
職
制
お
よ
び
第
二
〇
章
・
明
法
寮
章
程
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
本
文
に
引
用
し
た

文
言
は
、
法
官
の
職
掌
を
定
め
た
法
文
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
「
司
法
職
務
定
制
」
に
つ
い
て
は
、
福
島
正
夫
「
司
法
職
務
定
制
の
制
定
と
そ
の
意
義
」
『
法
学
新
報
』
八
三
巻
七
n
八
“
九
合
併
号
二

五
頁
以
下
参
照
。

　
た
と
え
ば
、
改
定
律
例
の
編
修
は
そ
の
代
表
的
な
一
例
で
あ
ろ
う
。

　
磯
部
四
郎
「
民
法
編
纂
ノ
由
来
二
関
ス
ル
記
憶
談
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
三
一
巻
八
号
一
五
〇
頁
。

　
引
用
文
中
の
「
学
校
」
と
は
、
「
明
治
の
文
化
史
の
上
に
は
一
つ
の
閑
却
し
難
い
、
立
派
な
、
輝
か
し
い
地
位
」
（
織
田
萬
『
民
族
の
弁
』
五
〇



　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
む

　
　
頁
）
を
占
め
る
い
わ
ゆ
る
司
法
省
法
学
校
を
指
称
し
て
い
る
。

（
9
）
　
『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
O
』
一
七
七
頁
。
明
治
五
年
四
月
付
の
、

　
夫
に
つ
い
て
は
、
宮
本
又
郎
「
土
居
通
夫
」
『
日
本
の
企
業
家
O
』

土
居
通
夫
よ
り
五
代
友
厚
あ
て
の
書
簡
中
の
文
言
で
あ
る
。

一
七
五
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
土
居
通

三
　
明
法
寮
民
法
草
案
研
究
の
現
状

　
周
知
の
ご
と
く
、
明
法
寮
に
お
け
る
民
法
編
纂
事
業
の
解
明
に
陳
呉
の
役
割
を
果
さ
れ
た
の
は
石
井
良
助
博
士
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で

に
伝
承
さ
れ
た
断
片
的
資
料
の
若
干
を
挙
示
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
か
つ
て
、
磯
部
四
郎
は
、
「
明
治
寮
ニ
ハ
楠
田
英
世
君
力
長
官
ト
シ
テ
新
法
起
草
ノ
歩
ヲ
進
メ
行
ク
趣
向
テ
ァ
リ
マ
シ
タ
」
と
往
時
を

追
懐
し
た
が
、
そ
の
楠
田
英
世
は
、
「
当
時
、
仏
国
人
に
て
ブ
ス
ケ
と
い
ふ
法
律
家
が
居
た
。
此
の
ブ
ス
ケ
は
明
治
四
年
頃
、
岩
倉
公
等

が
、
欧
米
へ
視
察
と
し
て
出
掛
け
ら
れ
た
、
其
の
巡
回
先
へ
依
頼
し
て
や
っ
て
、
雇
入
れ
た
の
で
あ
る
。
乃
公
は
此
の
ブ
ス
ケ
の
お
蔭
で

法
律
家
と
な
っ
た
。
（
中
略
）
乃
公
は
毎
晩
七
時
頃
か
ら
、
ブ
ス
ヶ
の
処
へ
参
っ
て
法
律
の
研
究
を
や
っ
た
。
一
方
か
ら
は
、
研
究
し
て

居
て
か
ら
に
、
一
方
か
ら
改
正
し
て
か
x
る
と
い
ふ
の
だ
か
ら
面
白
い
。
そ
こ
で
著
手
順
序
が
す
っ
か
り
出
来
た
が
、
是
れ
皆
ブ
ス
ヶ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

議
案
で
あ
る
。
之
を
そ
の
ま
』
に
乃
公
の
立
案
と
し
て
差
出
し
た
」
と
の
率
直
な
回
想
談
を
残
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
井
上
正
一
は
述
懐
し
て
左
の
よ
う
に
語
る
。

明
治
五
年
江
藤
君
ハ
移
テ
司
法
卿
ト
ナ
ラ
レ
タ
。
当
時
外
国
交
渉
ノ
訴
訟
ガ
段
々
起
ッ
テ
マ
イ
リ
従
テ
治
外
法
権
ノ
弊
害
ガ
倍
々
劇
シ

　
　
明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
の
一
考
察
（
向
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

ク
ナ
ッ
テ
来
タ
ノ
デ
、
江
藤
司
法
卿
ハ
日
夜
治
外
法
権
ヲ
撤
去
セ
ム
コ
ト
ヲ
計
ラ
レ
兎
二
角
泰
西
主
義
二
従
ヒ
我
邦
ノ
法
典
ヲ
編
纂
シ

我
裁
判
ノ
制
ヲ
改
メ
ザ
レ
ハ
到
底
治
外
法
権
ヲ
撤
去
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ヌ
ト
考
ヘ
タ
ガ
、
マ
タ
此
泰
西
ノ
主
義
ヲ
模
倣
シ
法
律
ヲ
制
定

シ
テ
之
ヲ
発
布
シ
タ
所
デ
或
ハ
我
国
ノ
事
情
二
適
セ
ス
又
我
国
民
ハ
之
ヲ
解
ス
ル
能
ハ
ス
為
メ
ニ
我
国
家
人
民
ハ
却
テ
不
測
多
大
ノ
損

害
ヲ
被
ム
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ア
ル
マ
ヒ
カ
ト
ノ
疑
団
ヲ
懐
カ
レ
タ
。
ソ
コ
デ
当
時
法
律
顧
間
ト
シ
テ
傭
聰
サ
レ
テ
居
ッ
タ
所
ノ
仏
国
人

ノ
ブ
ス
ケ
ト
云
フ
人
二
、
若
シ
仏
国
主
義
二
従
ヒ
法
律
ヲ
制
定
シ
テ
発
布
シ
タ
所
デ
ド
ウ
デ
ア
ラ
フ
カ
却
テ
我
邦
人
民
ノ
不
測
ノ
損
害

ニ
ナ
ル
コ
ト
ハ
ァ
ル
マ
イ
ヵ
ト
尋
ネ
ラ
レ
タ
。
ブ
ス
ケ
氏
ハ
之
二
対
シ
テ
決
シ
テ
サ
ゥ
云
フ
御
心
配
ハ
無
イ
ノ
デ
ゴ
ザ
リ
マ
ス
（
中
略
）

ト
答
ヘ
タ
。
江
藤
司
法
卿
ハ
舷
ニ
オ
ヒ
テ
大
二
安
心
セ
ラ
レ
云
ハ
ル
・
ニ
ハ
、
可
シ
我
先
ツ
仏
国
民
法
ヲ
土
台
ト
シ
テ
法
律
ヲ
制
定
シ

必
ス
数
年
ヲ
出
ス
シ
テ
之
ヲ
行
ハ
ム
ト
。
乃
チ
ブ
ス
ヶ
氏
二
民
法
ノ
起
草
ヲ
託
セ
ラ
レ
タ
ノ
デ
ア
ル
。
氏
ハ
法
案
ヲ
起
草
シ
ツ
・
ア
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
（
4
）

タ
ガ
江
藤
君
ガ
参
議
二
転
シ
尋
テ
征
韓
論
ガ
起
リ
タ
ル
ニ
因
り
事
復
タ
中
止
二
帰
シ
マ
シ
タ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
（
6
）

　
さ
て
、
昭
和
一
九
年
に
石
井
博
士
は
、
「
改
胴
未
定
本
民
法
」
・
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
両
草
案
の
存
在
を
は
じ
め
て
世
に
紹
介
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

同
三
二
年
に
い
た
り
、
同
博
士
は
「
明
法
寮
民
法
草
案
」
な
る
論
稿
を
『
法
律
時
報
』
誌
上
に
発
表
し
て
、
き
わ
め
て
詳
密
に
編
纂
過
程

を
考
証
さ
れ
た
。
こ
れ
が
現
時
に
あ
っ
て
も
な
お
、
明
法
寮
民
法
草
案
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
拠
る
べ
き
重
要
文
献
と
評
し
え
よ
う
。
さ

ら
に
同
四
五
年
、
利
谷
信
義
教
授
は
、
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
の
写
真
版
に
よ
る
全
文
覆
刻
を
こ
こ
ろ
み
、
研
究
者
の
共
有
財
産
と
さ
れ

（
8
）た

。
ま
こ
と
に
学
界
の
福
音
で
あ
る
。

　
明
法
寮
に
お
け
る
民
法
編
纂
作
業
の
成
果
の
推
移
を
め
ぐ
り
、
石
井
博
士
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。



実
は
は
じ
め
明
法
寮
で
編
纂
し
た
民
法
草
案
ー
か
り
に
こ
れ
を
第
一
次
草
案
と
呼
ぶ
ー
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
修
正
し
た
も
の
が
、

改
胴
未
定
本
民
法
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
再
修
正
し
た
も
の
が
、
皇
国
民
法
仮
規
則
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
慶
大
本
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
じ

法
は
改
脇
未
定
本
と
皇
国
民
法
仮
法
則
と
の
間
に
入
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
も
っ
と
も
、
慶
大
本
の
台
本
は
改
欄
未
定
本

を
直
ち
に
修
正
し
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
間
に
、
も
一
つ
の
修
正
案
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
慶
大
本
は
、
改

服
未
定
本
民
法
の
第
二
次
修
正
案
で
あ
り
、
こ
れ
を
整
理
し
た
も
の
が
皇
国
民
法
仮
規
則
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ば
、
第
一
次
草
案
↓
改
捌
未
定
本
↓
第
三
次
草
案
↓
慶
鷹
義
塾
大
学
本
↓
皇
国
民
法
仮
規
則
と
い
う
順
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
諸
草
案
の
変
遷
に
関
す
る
考
証
は
、
不
消
化
な
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
在
の
時
点
に
あ
っ
て
は
こ
れ
が
定
説
化
し
て
い

る
、
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
明
法
寮
民
法
会
議
の
最
終
案
と
し
て
、
こ
こ
に
、
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
全
九
巻
一
一
八
五
か
条
の
脱
稿
・
竣
成
を
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
い
た
っ
た
。
ま
さ
に
、
「
わ
が
国
で
起
草
さ
れ
た
綜
合
的
な
民
法
典
草
案
の
最
初
の
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
の
草
案
内
容
は
、
「
大
体
に
お
い
て
後
の
左
院
民
法
草
案
に
受
け
つ
が
れ
る
の
で
あ
り
、
後
に
旧
民
法
・
明
治
民
法
と
い
う
形
で
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
1
1
）
（
1
2
）

展
し
て
ゆ
く
民
法
典
の
骨
格
を
最
初
に
現
わ
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
は
ぎ
わ
め
て
重
要
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
特
色
は
、

「
第
一
に
、
財
産
法
は
原
則
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
包
括
的
な
模
倣
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
家
族
法
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
す

な
わ
ち
市
民
法
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
原
理
が
否
定
さ
れ
、
家
父
長
制
（
戸
主
権
）
と
長
男
単
独
相
続
制
と
が
そ
の
骨
組
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
第
三
に
、
家
族
法
は
、
『
戸
』
と
い
う
家
族
集
団
を
社
会
生
活
の
単
位
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
戸
籍

　
　
　
明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
の
一
考
察
（
向
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

法
と
思
想
を
同
じ
く
し
、
個
人
を
社
会
生
活
の
単
位
と
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
の
身
分
証
書
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
江
藤
の
政
策
が
否

　
　
　
　
　
　
（
13）
（
1
4
）

認
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
、
と
説
く
先
学
の
見
解
は
た
し
か
に
傾
聴
に
値
し
よ
う
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（（98
））

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

　
磯
部
・
前
掲
「
民
法
編
纂
ノ
由
来
二
関
ス
ル
記
憶
談
」
一
五
一
頁
。

　
前
掲
『
明
治
大
正
半
百
年
記
念
号
』
（
『
日
本
及
日
本
人
』
臨
時
増
刊
）
四
一
頁
。

　
井
上
正
一
「
仏
国
民
法
ノ
我
国
二
及
ホ
シ
タ
ル
影
響
」
『
仏
蘭
西
民
法
百
年
記
念
論
集
』
五
七
－
五
八
頁
。

　
前
註
所
掲
の
井
上
論
文
（
元
来
は
法
理
研
究
会
主
催
に
か
か
る
記
念
講
演
会
の
演
説
）
は
興
味
ふ
か
い
重
要
資
料
で
あ
る
が
、
本
文
に
引
用
し

た
個
所
な
ど
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
に
、
中
隠
居
士
（
今
村
和
郎
）
『
解
難
』
三
i
四
頁
の
叙
述
と
酷
似
し
て
お
り
、
こ
れ
を
参
考
と
し
た
こ
と

は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
。

　
石
井
良
助
「
民
法
典
の
編
纂
ー
民
法
決
議
よ
り
民
法
仮
法
則
迄
1
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
五
八
巻
二
号
七
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
こ
の

論
文
は
、
近
年
、
石
井
良
助
『
民
法
典
の
編
纂
』
三
頁
以
下
に
再
録
さ
れ
た
。

　
前
註
所
引
の
石
井
論
文
の
発
表
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
手
塚
豊
『
明
治
初
年
の
民
法
編
纂
』
（
司
法
資
料
別
冊
二
一
号
）
の
刊
行
を

み
た
の
は
奇
縁
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
慶
鷹
義
塾
図
書
館
所
蔵
に
か
か
る
「
民
法
第
一
人
事
編
」
が
覆
刻
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
石
井
良
助
「
明
法
寮
民
法
草
案
」
『
法
律
時
報
』
二
九
巻
八
号
九
六
頁
以
下
。
こ
の
論
稿
は
、
石
井
・
前
掲
『
民
法
典
の
編
纂
』
一
八
八
頁
以

下
に
再
録
さ
れ
た
。

　
『
皇
国
民
法
仮
規
則
』
（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
・
特
定
研
究
〈
日
本
近
代
化
〉
研
究
組
織
発
行
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
石
井
・
前
掲
「
明
法
寮
民
法
草
案
」
九
六
頁
。
な
お
、
引
用
文
中
に
み
え
る
「
慶
大
本
民
法
」
と
は
、
前
註
（
6
）
に
触
れ
た
慶
鷹
義
塾
図
書

館
所
蔵
「
民
法
第
一
人
事
編
」
を
指
称
し
て
い
る
。

　
川
島
武
宜
睡
利
谷
信
義
「
民
法
㊤
f
法
体
制
準
備
期
ー
」
『
講
座
日
本
近
代
法
発
達
史
㈲
』
七
頁
。

　
前
掲
論
文
・
八
頁
。

　
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
と
い
わ
ゆ
る
左
院
民
法
草
案
と
の
関
係
は
、
実
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
第
三
巻



　
　
と
左
院
起
草
の
家
督
相
続
法
並
贈
遺
規
則
草
案
と
を
比
照
す
る
と
き
、
こ
の
両
者
が
内
容
的
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
看
取
さ

　
　
れ
る
。

　
　
　
明
治
六
年
九
月
、
左
院
民
法
課
は
こ
の
家
督
相
続
法
並
贈
遺
規
則
草
案
を
総
裁
に
提
出
す
る
が
、
そ
の
献
辞
中
に
、
「
昨
壬
申
年
司
法
省
合
議

　
　
取
調
候
民
法
議
草
中
、
家
督
相
続
法
拉
贈
遺
規
則
尚
又
経
議
之
上
添
削
仕
、
総
計
九
十
三
条
取
調
差
進
申
候
」
（
石
井
良
助
「
左
院
の
民
法
草
案

　
　
e
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
六
〇
巻
一
号
三
〇
頁
）
と
の
文
言
が
み
え
る
の
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
な
ぜ
な
ら
、
壬
申
年
（
明
治
五
年
）
に
司
法
省
と
合
議
し
て
民
法
草
案
を
編
成
し
そ
の
一
部
で
あ
る
家
督
相
続
法
や
贈
遺
規
則
の
部
分
に
つ
き

　
　
さ
ら
に
審
議
を
か
さ
ね
て
草
案
内
容
を
添
削
し
云
々
、
の
意
味
す
る
民
法
会
議
こ
そ
は
、
明
法
寮
民
法
会
議
を
指
称
す
る
可
能
性
が
も
っ
と
も
高

　
　
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
と
す
れ
ば
、
明
法
寮
民
法
会
議
の
実
態
は
左
院
と
明
法
寮
（
ま
た
は
形
式
的
に
は
本
省
で
あ
る
司
法
省
）
の
合
同
会
議
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か

　
　
ろ
う
か
、
と
推
考
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
す
こ
ぶ
る
興
昧
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
仮
説
の
み
を
提
示
し
て
、
後
考
に
ま
ち
た
い
。

（
13
）
　
川
島
“
利
谷
・
前
掲
「
民
法
q⇒
1
法
体
制
準
備
期
ー
」
九
頁
。

（
1
4
）
　
身
分
証
書
制
度
に
つ
き
、
福
島
正
夫
「
明
治
四
年
戸
籍
法
と
そ
の
展
開
」
『
日
本
近
代
法
体
制
の
形
成
ω
』
二
三
〇
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
な
お
、
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
の
規
定
す
る
「
身
上
届
帳
」
に
関
し
て
、
「
こ
れ
は
、
個
人
編
製
方
式
を
と
る
が
、
双
方
の
戸
主
か
ら
戸
長
へ
の

　
　
届
出
の
主
義
を
と
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
身
分
証
書
の
本
質
は
ゆ
が
め
ら
れ
て
お
り
、
戸
籍
制
度
と
身
分
証
書
の
制
度
の
折
衷
と
い
わ
ね
ば
な

　
　
ら
な
い
」
（
福
島
正
夫
『
家
制
度
の
研
究
（
資
料
篇
三
）
』
解
題
七
頁
）
と
の
指
摘
に
注
目
し
た
い
。

四
　
明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
の
若
干
問
題

　
明
法
寮
民
法
草
案
の
編
纂
過
程
な
い
し
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
は
、
有
力
な
先
行
業
績
に
よ
る
緻
密
な
考
究
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず

し
も
明
確
で
な
い
点
が
散
見
さ
れ
る
。
本
節
に
お
い
て
は
、
若
干
の
問
題
点
を
拾
い
あ
げ
、
貧
弱
な
資
料
を
模
索
し
つ
つ
、
こ
れ
に
杜
撰

　
　
　
　
明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
の
一
考
察
（
向
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）

な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

五
二

　
　
剛
　
明
法
寮
民
法
編
纂
事
業
の
始
期
と
終
期

　
ま
ず
、
明
法
寮
に
お
け
る
民
法
編
纂
作
業
の
開
始
時
期
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
解
明
に
は
、
石
井
博
士
の
紹
介
に
か
か
る

早
稲
田
大
学
所
蔵
く
大
隈
文
書
V
中
の
一
本
が
き
わ
め
て
重
要
な
手
掛
り
を
与
え
る
。
博
士
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
早
稲
田
大
学
本
は

「
改
冊
未
定
本
民
法
」
と
内
容
が
完
全
に
一
致
し
て
お
り
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
最
終
巻
の
末
尾
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
書
入
れ
が
存
在

す
る
。

此
民
法
写
本
ハ
明
治
五
年
壬
申
四
月
十
二
日
ヨ
リ
会
議
ヲ
司
法
省
明
法
寮
二
於
テ
創
メ
七
月
十
三
日
二
畢
ル
者
、

官
員
左
ノ
如
シ

明
法
寮
権
頭

大
　
法
　
官

中
　
判
　
事

中
　
議
　
官

権
大
法
官

少
　
議
　
官

生鷲細箕津楠
田津川作田田
　　潤
　宣次麟真英
精光郎祥道世

其
会
議
二
会
ス
ル



少
　
議
　
官

明
法
寮
助

権
中
判
事

　
　
　
マ
こ

権
中
判
官

大大大少中
解掌掌議議
部記記生生

明
法
権
大
属

明
法
権
中
属

於昌平橋依佐横小大鶴永
　　　　　久
保谷山誰田間山原草田井
貞千能　　長由重孝　少写
夫里忍敏薫；敬清哉暢皓忠

　
石
井
博
士
は
こ
の
貴
重
な
書
入
れ
を
紹
介
し
た
後
、
「
す
な
わ
ち
、
改
胴
未
定
本
民
法
は
明
治
五
年
四
月
十
二
日
に
開
か
れ
、
七
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
（
2
）

三
日
に
終
了
し
た
司
法
省
明
法
寮
の
民
法
会
議
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
結
ば
れ
る
。

　
「
改
胴
未
定
本
民
法
」
に
は
、
「
改
欄
」
な
る
名
称
か
ら
推
し
て
当
然
そ
の
原
案
－
石
井
博
士
の
い
わ
ゆ
る
第
一
次
草
案
ー
の
存

在
が
推
測
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
原
案
は
、
同
五
年
四
月
一
二
日
以
前
に
は
、
そ
の
全
部
ま
た
は
大
半
を
脱
稿
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
か
ろ

　
　
　
明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
の
一
考
察
（
向
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

う
。
と
す
れ
ば
、
原
案
起
草
の
ス
タ
ー
ト
は
、
こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
よ
り
早
い
時
期
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち

原
案
編
成
開
始
時
点
こ
そ
が
、
す
な
わ
ち
明
法
寮
民
法
草
案
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
石
井
博
士
は
な
ぜ
か
そ
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
「
改
冊
未
定
本
民
法
」
を
披
見
す
る
と
、
第
一
巻
・
人
事
編
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

後
半
部
分
に
、
た
と
え
ば
、
「
五
月
十
七
日
会
議
」
・
「
五
月
十
九
目
会
議
」
・
「
五
月
廿
二
日
会
議
」
な
ど
の
書
入
れ
が
看
取
で
き
る
。
こ

の
こ
と
は
、
右
に
掲
出
し
た
早
稲
田
大
学
本
の
書
入
れ
の
信
愚
性
が
か
な
り
高
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
早
稲
田
大
学

本
と
「
改
蘭
未
定
本
民
法
」
と
は
ま
っ
た
く
同
一
内
容
で
あ
り
、
後
者
に
み
ら
れ
る
「
五
月
」
と
い
う
会
議
開
催
の
日
付
は
明
治
五
年
で

あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
く
、
早
稲
田
大
学
本
の
書
入
れ
に
明
示
さ
れ
る
編
纂
時
期
と
ま
さ
に
符
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
明
法
寮
の
人
的
機
構
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
楠
田
英
世
が
司
法
中
判
事
か
ら
明
法
権
頭
の
要
職
を
占
め
た
の
が
、
同
四
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
（
5
）

一
月
五
日
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。
彼
は
太
政
官
制
度
局
に
お
け
る
民
法
編
纂
会
議
に
参
加
し
て
お
り
、
「
司
法
の
改
正
」
の

必
要
性
を
し
ぎ
り
に
主
張
し
て
い
る
。
必
ず
や
、
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
明
法
寮
に
乗
り
込
ん
だ
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
同
日
、
司
法

　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

権
中
判
事
・
鶴
田
皓
が
明
法
助
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
楠
田
・
鶴
田
両
名
以
外
の
同
寮
の
下
僚
に
つ
い
て
、
同
五
年
五
月
の
『
官
員
全
書
』
（
司
法
省
の
部
）
を
ひ
も
と
け
ば
、
つ
ぎ
の
と
お

り
で
あ
る
。

明
法
中
属

明
法
中
属

高
　
沢
　
重
　
道

横
　
山
　
　
　
尚

明
治
壬
申
二
月
任

明
治
壬
申
二
月
任



明
法
中
属

明
法
少
属

明
法
少
属

明
法
少
属

城尾草村
井崎鹿岡
国房　良
綱豊瑛弼

明
治
壬
申
二
月
任

明
治
壬
申
二
月
任

明
治
壬
申
二
月
任

明
治
壬
申
二
月
任

　
右
に
掲
出
し
た
属
官
六
名
全
員
が
、
同
五
年
二
月
に
明
法
寮
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
事
実
は
、
同
五
年
二
月
に
同
寮
の
人
的
機
構
が
ひ
と
ま
ず
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
い
み
じ
く
も
物
語
っ
て
い
る
。

　
筆
者
は
、
こ
の
時
期
を
き
わ
め
て
重
視
す
る
。
そ
し
て
、
プ
・
モ
：
タ
ー
・
楠
田
英
世
の
明
法
権
頭
就
任
と
、
後
述
す
る
箕
作
麟
祥
訳

『
仏
蘭
西
法
律
書
・
民
法
』
全
一
六
冊
の
上
梓
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
明
治
五
年
二
月
ご
ろ
よ
り
明
法
寮
に
お
け
る
民
法
編
纂
事
業

は
開
始
さ
れ
、
原
案
起
草
に
踏
み
切
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
仮
説
を
提
唱
し
た
い
。

　
つ
ぎ
に
、
そ
れ
で
は
、
明
法
寮
民
法
草
案
ー
す
で
に
記
述
し
た
と
お
り
、
現
時
の
研
究
段
階
で
は
、
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
を
そ
の

最
終
案
と
推
定
し
て
い
る
ー
の
完
成
時
期
を
い
つ
に
求
め
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
に
逢
着
す
る
。

　
か
つ
て
、
筆
者
が
考
察
を
こ
こ
ろ
み
た
よ
う
に
、
江
藤
主
催
司
法
省
民
法
会
議
は
、
同
五
年
一
〇
月
一
〇
日
以
降
、
精
力
的
に
審
議
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

す
す
め
て
「
民
法
仮
法
則
」
を
編
案
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
そ
の
編
纂
開
始
直
後
の
時
点
で
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
を
た
し
か
に
参

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

看
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
同
年
一
〇
月
以
前
に
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
が
竣
成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と

推
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
の
一
考
察
（
向
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
｝
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
　
二
　
明
法
寮
民
法
草
案
の
原
案
編
成
者
と
編
纂
方
式

　
明
法
寮
民
法
草
案
の
原
案
作
成
者
は
果
し
て
な
ん
ぴ
と
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
原
案
起
草
に
当
り
、
い
か
な
る
編
纂
方
式
を
採
用
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
も
、
現
時
の
研
究
段
階
で
は
ま
っ
た
く
閲
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　
石
井
博
士
は
い
う
。
「
こ
の
第
一
次
草
案
を
作
っ
た
の
は
一
体
誰
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
全
然
不
明
で
あ
る
。
ブ
ス
ケ
と
い
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
か
れ
は
明
治
五
年
二
月
に
来
朝
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
四
月
に
開
か
れ
た
民
法
会
議
に
出
席
し
て
、
そ
の
修
正

に
尽
力
し
た
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、
か
れ
が
こ
の
原
案
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
（
中
略
）
こ
の
わ
が
国
最
初
の
千
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

を
超
え
る
民
法
草
案
を
作
っ
た
の
は
何
人
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
わ
た
く
し
の
切
に
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
周
知
の
と
お
り
、
明
治
政
府
部
内
の
開
明
派
指
導
者
の
主
唱
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
翻
訳
作
業
は
、
箕
作
麟
祥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
言
語
に
絶
す
る
労
苦
の
末
、
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
和
装
木
版
本
全
四
〇
冊
の
完
成
と
な
っ
て
見
事
に
竣
功
を
み
た
。
同
書
の
開
板
・
上

梓
こ
そ
、
「
日
本
人
に
近
代
法
典
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
も
の
か
を
実
物
を
も
っ
て
最
初
に
示
し
た
も
の
と
し
て
、
わ
が
国
の
法
史
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

上
で
画
期
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
「
袋
二
司
法
官
ノ
為
メ
ニ
恰
モ
暗
黒
ヲ
破
ッ
テ
曙
光
ヲ
放
ツ
ノ
憶

ア
ラ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
彼
ノ
箕
作
先
生
ノ
訳
セ
ラ
レ
タ
ル
仏
国
民
法
デ
ア
リ
マ
ス
。
仏
国
民
法
ノ
翻
訳
書
ハ
当
時
実
二
司
法
官
ノ
金
科

玉
条
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
。
条
理
ノ
宝
典
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
デ
ア
ッ
タ
。
其
訳
成
リ
テ
未
ダ
刊
行
二
至
ラ
ザ
ル
ヤ
、
争
テ
騰
写
シ
、
彼
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ノ
机
上
ノ
珍
籍
ト
ナ
ッ
タ
ノ
デ
ア
ル
」
と
の
懐
旧
談
も
、
た
し
か
に
臨
場
感
を
も
っ
て
迫
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
箕
作
麟
祥
訳
『
仏
蘭
西
法
律
書
・
民
法
』
全
一
六
冊
の
刊
行
は
、
原
本
に
し
た
が
え
ば
、
「
明
治
辛
未
仲
春
」
以
降
に
は
じ
ま
り
、
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

次
に
開
板
を
す
す
め
て
、
「
明
治
辛
未
」
（
明
治
四
年
）
中
に
は
確
実
に
そ
の
全
部
を
公
刊
し
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
同
五
年
一
月
以
後



は
『
仏
蘭
西
法
律
書
・
民
法
』
全
巻
を
容
易
に
利
用
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
「
改
刷
未
定
本
民
法
」
・
「
皇
国
民
法
仮
規
則
」
両
草

（
1
8
）

案
と
、
箕
作
麟
祥
訳
『
仏
蘭
西
法
律
書
・
民
法
』
と
を
克
明
に
比
照
す
る
と
き
、
同
一
の
、
あ
る
い
は
酷
似
し
た
条
文
の
余
り
に
も
多
い

こ
と
を
た
だ
ち
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
明
法
寮
民
法
会
議
が
発
足
し
て
原
案
起
草
作
業
を
進
行
す
る
に

際
し
、
『
仏
蘭
西
法
律
書
・
民
法
』
を
模
倣
し
た
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
同
書
を
台
本
と
し
て
そ
の
改
削
・
修
訂
を
施
す
と
い
う
編

纂
方
式
で
原
案
作
成
を
推
進
し
た
部
分
が
非
常
に
多
か
っ
た
こ
と
を
灰
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
筆
者
は
推
考
す
る
。
そ
し

て
お
そ
ら
く
は
、
家
族
法
領
域
は
別
と
し
て
、
財
産
法
の
分
野
の
編
成
に
そ
の
傾
向
は
き
わ
め
て
顕
著
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
し
編
纂
方
式
に
つ
い
て
の
こ
の
仮
説
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
箕
作
を
ふ
く
め
た
編
纂
ス
タ
ッ
フ
の
顔
ぶ
れ
で
、
原
案
起
草
は
可
能
で

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
原
案
編
成
に
、
司
法
省
御
雇
外
人
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ス
ヶ
（
0
8
茜
o
ω
田
巨
お
国
o
ま
ε
8
が
関
与
し
た
か
、
否

か
。
筆
者
は
、
そ
の
可
能
性
は
非
常
に
す
く
な
い
が
、
し
か
し
ま
っ
た
く
捨
て
切
れ
な
い
、
と
推
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

　
こ
の
「
尋
常
一
様
の
法
実
務
家
で
は
な
か
っ
た
」
新
進
の
フ
ラ
ン
ス
人
法
律
家
の
来
目
は
、
た
し
か
に
同
五
年
二
月
一
六
日
で
あ
る
。

一
見
し
て
、
時
期
的
に
は
不
可
能
の
感
が
つ
よ
い
。
し
か
し
、
同
年
四
月
一
二
日
の
時
点
ま
で
に
、
原
案
が
全
編
に
わ
た
っ
て
脱
稿
・
完

成
し
て
い
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。
つ
ま
り
、
四
月
一
二
日
以
降
の
「
改
制
未
定
本
民
法
」
編
纂
会
議
で
は
す
で
に
竣
草
し
た
原
案
を

鋭
意
「
改
罰
」
し
、
他
方
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
並
行
し
て
未
完
成
部
分
の
原
案
作
成
を
推
進
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
不
可
能
と
は
い

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
過
程
で
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ス
ケ
が
原
案
編
成
に
参
加
す
る
可
能
性
は
ま
っ
た
く
絶
無
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓢
）

か
ろ
う
。
と
は
い
え
、
彼
に
つ
い
て
は
、
「
四
月
に
開
か
れ
た
民
法
会
議
に
出
席
し
て
、
そ
の
修
正
に
尽
力
し
た
こ
と
は
あ
り
う
る
」
と

　
　
　
明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
の
一
考
察
（
向
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
推
測
が
、
現
時
点
に
あ
っ
て
は
、
も
っ
と
も
妥
当
な
推
論
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
八

　
　
三
　
明
法
寮
民
法
会
議
と
江
藤
司
法
卿

　
江
藤
新
平
と
明
法
寮
民
法
草
案
な
い
し
同
寮
民
法
会
議
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
遺
憾
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
徴
す
べ

き
資
料
を
ほ
と
ん
ど
欠
い
て
い
る
の
が
偽
ら
ざ
る
現
状
で
あ
る
。
慶
鷹
義
塾
図
書
館
所
蔵
「
民
法
第
一
人
事
編
」
の
表
紙
に
は
、
た
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
江
藤
直
筆
の
サ
イ
ン
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
の
み
を
も
っ
て
、
彼
が
明
法
寮
民
法
会
議
に
関
与
し
て
い
た
、
と
の
推
断
を
こ
こ
ろ

み
る
の
は
や
や
早
計
に
過
ぎ
よ
う
。

　
彼
が
司
法
卿
の
ポ
ス
ト
に
就
任
し
た
の
は
、
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、
同
五
年
四
月
二
五
日
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
す
で
に
外
局

の
明
法
寮
に
お
い
て
は
、
明
法
権
頭
・
楠
田
英
世
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
同
寮
民
法
会
議
が
編
纂
作
業
を
推
進
し
つ
つ
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
し
か
も
江
藤
と
楠
田
両
者
の
間
に
は
か
な
り
デ
リ
ケ
ー
ト
な
関
係
が
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
。

　
楠
田
は
往
時
を
追
懐
し
て
語
る
。

是
よ
り
先
き
、
江
藤
が
司
法
の
卿
に
入
り
来
り
し
が
、

こ
れ
は
余
り
拡
張
を
す
る
か
ら
の
こ
と
サ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

（
其
実
蔭
弁
慶
は
乃
公
だ
）

　
マ
マ
レ

五
年
の
半
ば
過
に
な
る
と
、

参
議
専
一
と
な
っ
て
、
司
法
か
ら
引
抜
か
れ
た
。



　
既
述
の
と
お
り
、
楠
田
は
大
き
な
抱
負
を
い
だ
い
て
明
法
寮
に
乗
り
込
ん
で
き
た
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
民
法
典
の
編
纂
も
必
ず
や
そ

の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
こ
へ
江
藤
が
司
法
卿
に
就
任
し
、
「
多
年
の
宿
志
、
初
て
酬
ひ
、
胸
中
方
餅
の
経
倫

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

を
断
行
し
、
卓
励
風
発
」
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
周
辺
の
状
況
を
ひ
そ
か
に
想
察
す
れ
ば
、
こ
の
両
者
の
関
係
が
デ
リ
ケ
ー
ト
そ
の
も

の
に
な
り
う
る
こ
と
は
、
容
易
に
推
量
さ
れ
よ
う
。
「
其
実
蔭
弁
慶
は
乃
公
だ
」
の
一
語
か
ら
も
、
そ
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
一
端
を

窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
も
あ
れ
、
江
藤
新
平
と
明
法
寮
民
法
草
案
な
い
し
同
寮
民
法
会
議
と
の
関
係
は
、
現
在
の
研
究
段
階
で
は
、
依
然
と
し
て
不
明
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ま
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（（21
））

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

　
石
井
・
前
掲
「
明
法
寮
民
法
草
案
」
九
六
頁
。

　
「
明
治
五
年
四
月
二
一
日
か
ら
七
月
二
二
日
の
三
ヶ
月
に
わ
た
り
、
司
法
省
明
法
寮
で
民
法
会
議
が
開
か
れ
、
そ
の
成
果
は
、
皇
国
民
法
仮
規

則
と
し
て
成
立
し
た
」
（
川
島
貝
利
谷
・
前
掲
「
民
法
ω
…
法
体
制
準
備
期
ー
」
七
頁
）
と
説
く
先
学
の
叙
述
は
正
確
で
は
な
い
。
こ
の
期

間
は
、
「
改
冊
未
定
本
民
法
」
編
成
の
時
期
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
日
付
は
、
明
法
寮
民
法
会
議
が
、
す
く
な
く
と
も
毎
月
二
・
七
・
九
の
日
を
定
例
の
会
議
日
と
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。
「
民

法
仮
法
則
」
を
編
ん
だ
江
藤
主
催
司
法
省
民
法
会
議
が
、
毎
月
三
・
五
・
八
・
一
〇
の
日
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
向
井
健
「
《
民

法
口
授
》
小
考
」
『
慶
鷹
義
塾
創
立
一
〇
〇
年
記
念
論
文
集
・
法
学
部
法
律
学
関
係
編
』
五
〇
〇
頁
参
照
。
な
お
、
江
藤
主
催
司
法
省
民
法
会
議

の
全
貌
に
つ
い
て
は
、
向
井
・
前
掲
「
民
法
典
の
編
纂
」
（
近
刊
予
定
）
参
照
。

　
小
早
川
欣
吾
「
旧
民
法
典
編
纂
過
程
と
旧
民
法
典
に
関
す
る
論
争
に
就
い
て
」
『
続
明
治
法
制
叢
考
』
二
一
二
頁
参
照
。

　
前
掲
『
明
治
大
正
半
百
年
記
念
号
』
（
『
日
本
及
日
本
人
』
臨
時
増
刊
）
四
一
頁
。

　
鶴
田
詰
に
関
し
て
は
、
『
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
e
』
解
題
二
四
頁
以
下
参
照
。

明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
の
一
考
察
（
向
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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六
〇

　
『
元
老
院
勅
奏
判
任
官
履
歴
書
』
鶴
田
皓
の
項
に
拠
る
。

　
向
井
健
「
江
藤
主
催
司
法
省
民
法
会
議
に
お
け
る
相
続
論
争
」
『
法
学
研
究
』
三
二
巻
四
号
四
五
頁
以
下
、
同
「
明
治
初
年
に
お
け
る
民
事
訴

訟
法
典
の
編
纂
」
『
綜
合
法
学
』
六
巻
八
号
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
前
註
（
3
）
参
照
。

　
こ
の
こ
と
は
、
石
井
博
士
も
指
摘
す
る
。
石
井
・
前
掲
「
明
法
寮
民
法
草
案
」
九
八
頁
参
照
。

　
筆
者
も
ま
た
、
「
箕
作
の
訳
出
し
た
『
仏
蘭
西
法
律
書
民
法
』
を
主
要
な
台
本
と
し
、
こ
れ
に
お
そ
ら
く
は
そ
の
と
き
ま
で
に
成
稿
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
『
皇
国
民
法
仮
規
則
』
や
、
ブ
ス
ケ
の
作
成
に
か
か
る
『
人
別
調
法
見
込
書
』
な
ど
を
参
看
し
つ
つ
、
編
製
の
審
議
は
す
す
め
ら
れ

た
」
（
向
井
・
前
掲
「
明
治
初
年
に
お
け
る
民
事
訴
訟
法
典
の
編
纂
」
四
頁
）
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
石
井
・
前
掲
「
明
法
寮
民
法
草
案
」
九
八
頁
。

　
箕
作
麟
祥
に
つ
い
て
、
山
中
永
之
佑
「
箕
作
麟
祥
」
『
日
本
の
法
学
者
』
　
一
頁
以
下
は
好
個
の
評
伝
で
あ
る
。

　
憲
法
一
冊
・
民
法
一
六
冊
・
商
法
五
冊
・
訴
訟
法
八
冊
・
刑
法
五
冊
・
治
罪
法
五
冊
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
継
受
に
つ
い
て
は
、
向
井
・
前
掲
「
民
法
典
の
編
纂
」
（
近
刊
予
定
）
参
照
。

　
野
田
良
之
「
日
本
に
お
け
る
外
国
法
の
摂
取
ー
フ
ラ
ン
ス
法
f
」
『
外
国
法
と
日
本
法
』
　
一
八
七
頁
。

　
井
上
・
前
掲
「
仏
国
民
法
ノ
我
国
二
及
ホ
シ
タ
ル
影
型
二
六
五
頁
。

　
箕
作
麟
祥
に
よ
る
翻
訳
の
正
確
度
に
つ
い
て
、
野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
法
入
門
e
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
五
号
五
五
頁
、
同
「
明
治
初
年
に

お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
研
究
」
『
日
仏
法
学
』
　
一
号
三
六
頁
以
下
参
照
。

　
箕
作
麟
祥
訳
『
仏
蘭
西
法
律
書
・
民
法
』
は
、
前
四
冊
が
大
学
南
校
、
そ
れ
以
外
は
文
部
省
の
刊
行
で
あ
る
。
前
者
で
は
箕
作
の
肩
書
が
「
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

博
士
」
（
同
四
年
四
月
に
任
命
さ
れ
た
）
と
な
っ
て
お
り
、
後
者
の
そ
れ
は
「
文
部
少
博
士
」
（
同
年
九
月
就
任
）
で
あ
る
。

　
石
井
博
士
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
「
改
冊
未
定
本
民
法
だ
け
が
第
一
巻
が
百
五
十
条
で
あ
り
、
他
の
諸
本
が
百
四
十
条
で
あ
る
の
を
除
く
と
、

第
二
巻
百
四
十
一
条
以
下
は
諸
本
す
べ
て
同
ご
（
石
井
・
前
掲
「
明
法
寮
民
法
草
案
」
九
八
頁
）
で
あ
る
。

　
ジ
・
ル
ジ
ュ
・
ブ
ス
ケ
に
つ
い
て
は
、
野
田
良
之
「
解
説
」
『
ブ
ス
ケ
　
日
本
見
聞
記
ω
』
八
五
一
頁
以
下
、
向
井
健
「
司
法
省
御
雇
外
人
ブ

ス
ケ
と
商
法
講
義
」
『
法
学
研
究
』
四
四
巻
一
号
一
〇
四
頁
以
下
、
同
「
《
ブ
ス
ケ
案
》
小
論
」
『
法
学
新
報
』
八
三
巻
一
〇
“
一
一
口
一
二
合
併
号
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九
一
頁
以
下
参
照
。

　
さ
ら
に
、
堀
内
節
「
御
雇
法
律
教
師
の
ブ
ス
ケ
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
」
『
比
較
法
雑
誌
』
八
巻
一
号
二
二
頁
以
下
、
同
「
明
治
初
年
に
お
け
る

司
法
省
御
雇
外
国
人
関
係
記
録
抄
」
『
比
較
法
雑
誌
』
九
巻
一
号
二
七
頁
以
下
、
西
堀
昭
『
日
仏
文
化
交
流
史
の
研
究
』
八
一
頁
以
下
の
諸
研
究

は
、
稀
襯
資
料
を
覆
刻
・
紹
介
し
た
必
読
の
重
要
文
献
で
あ
る
。

　
野
田
・
前
掲
「
日
本
に
お
け
る
外
国
法
の
摂
取
ー
フ
ラ
ン
ス
法
ー
」
二
〇
一
頁
。

　
前
註
（
1
0
）
に
同
じ
。

　
本
文
に
掲
出
し
た
早
稲
田
大
学
本
の
書
入
れ
に
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ス
ケ
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
や
は
り
留
意
す
べ
ぎ
で
あ

ろ
う
。
こ
の
資
料
の
み
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
同
五
年
四
月
よ
り
七
月
に
い
た
る
民
法
会
議
に
は
、
正
式
の
メ
ソ
バ
ー
と
し
て
は
参
加
し
な
か
っ
た

こ
と
に
な
ろ
う
。

　
手
塚
・
前
掲
『
明
治
初
年
の
民
法
編
纂
』
（
司
法
資
料
刷
冊
二
一
号
）
六
三
頁
参
照
。

　
前
掲
『
明
治
大
正
半
百
年
記
念
号
』
（
『
日
本
及
日
本
人
』
臨
時
増
刊
）
四
二
頁
。

　
今
村
力
三
郎
「
司
法
事
務
の
進
歩
と
条
約
改
正
」
『
日
本
弁
護
士
協
会
録
事
』
一
〇
〇
号
六
五
頁
。

　
明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ま
だ
積
み
残
さ
れ
た
問
題
点
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
小
早
川
欣
吾
教
授
の
示
し

た
い
わ
ゆ
る
東
京
上
等
裁
判
所
コ
記
録
」
中
に
み
え
る
文
言
を
い
か
に
理
解
す
れ
ば
良
い
か
、
と
い
う
問
題
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

　
「
～
記
録
」
は
い
う
。
「
明
治
五
年
五
月
司
法
卿
江
藤
新
平
、
裁
判
事
務
ヲ
更
張
セ
ン
ト
シ
、
議
長
後
藤
象
次
郎
ト
協
議
シ
、
本
会
（
民
法
会

議
）
ヲ
司
法
省
二
移
ス
。
議
官
ヨ
リ
出
席
ス
ル
者
、
細
川
潤
次
郎
、
生
田
精
、
永
井
尚
志
、
判
事
ヨ
リ
出
席
ス
ル
老
、
楠
田
英
世
、
西
成
度
、
鷲

津
宣
光
、
大
草
孝
暢
、
小
原
重
哉
等
ノ
数
人
ナ
リ
」
（
小
早
川
・
前
掲
「
旧
民
法
典
編
纂
過
程
と
旧
民
法
典
に
関
す
る
論
争
に
つ
い
て
」
二
一
五

頁
）
。

　
石
井
博
士
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
「
お
そ
ら
く
、
江
藤
は
す
で
に
存
在
す
る
明
法
寮
の
民
法
会
議
を
そ
の
ま
ま
司
法
省
の
民
法
会
議
と
し
て
用
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
」
（
石
井
・
前
掲
「
明
法
寮
民
法
草
案
」
九
七
頁
）
と
い
わ
れ
る
。

　
「
一
記
録
」
の
叙
述
が
正
確
に
事
実
を
伝
報
し
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
石
井
博
士
の
推
定
は
た
し
か
に
支
持
す
べ
き
見
解
で
あ
り
、
賛
意
を

明
法
寮
民
法
草
案
編
纂
過
程
の
一
考
察
（
向
井
）

六
一



早
法
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

表
し
た
い
。
し
か
し
「
一
記
録
」
は
、
後
年
に
い
た
っ
て
執
筆
さ
れ
た
文
書
と
お
ぼ
し
く
、
内
容
的
に
み
て
必
ず
し
も
万
全
と
は
い
え
な
い
。
本

文
に
論
述
し
た
よ
う
に
、
江
藤
と
明
法
寮
民
法
会
議
の
関
係
す
ら
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
現
状
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
「
一
記
録
」
の

記
述
は
あ
く
ま
で
も
重
要
資
料
と
し
て
温
存
し
、
新
資
料
の
出
現
を
期
し
て
待
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
　
む
す
び
に
か
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
小
稿
は
、
維
新
草
創
の
激
動
期
に
、
「
司
法
は
、
旭
の
昇
る
勢
ヒ
ニ
御
座
候
」
と
評
判
さ
れ
た
当
時
の
司
法
省
の
外
局
・
明
法
寮
に
お

い
て
、
明
法
権
頭
・
楠
田
英
世
を
プ
・
モ
ー
タ
ー
と
し
て
鋭
意
推
進
さ
れ
た
明
法
寮
民
法
編
纂
事
業
を
採
り
あ
げ
、
乏
し
い
資
料
を
模
索

し
つ
つ
、
未
熟
な
考
証
と
仮
説
の
提
唱
を
こ
こ
ろ
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
専
家
の
御
示
教
・
御
批
判
を
え
ら
れ
れ
ば
、
倖
い
で
あ
る
。

（
1
）
　
前
掲
『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
e
』
一
七
七
頁
。

（
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
）


